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「中津川安心・子育てガイド」協働発行事業者プロポーザル実施要領 

 

 

１ 趣 旨 

中津川市（以下「市」という。）では、子どもを安心して妊娠期から子育て期を過ごす

事が出来るよう、各種手続き案内等の行政情報のほか子育てに関連する情報等を加えた

「中津川市安心・子育てガイド」（以下「ガイドブック」という。）を発行するに当たり、

市と協働で発行する民間事業者等（以下「協働発行事業者」という。）を選定するための

プロポーザルを次のとおり実施する。 

 

 

２ 業務の概要 

(1) 業務名 

「中津川市安心・子育てガイド」協働発行事業 

(2) 業務の内容 

別紙仕様書のとおり 

(3) 発行時期 

令和 7年 6月中  

(4) 費用負担 

制作から納品まで発行に要する一切の費用は、協働発行事業者が負担するものとする 

 

 

３ 選定方式 

企画内容、業務実施の適格性、過去の実績等を総合的に比較検討して最適な業者を選

定する企画提案（以下「プロポーザル」という。）方式により行うものとする。 

 

 

４ 参加申請者に求められる資格要件等 

(1) 参加申請者 

中津川市入札参加資格者名簿に登載されている者又は登録申請を行っている者 

(2) 参加申請者の求められる資格要件 

ア 中津川市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止の措置

を受けていない者 

イ 募集開始の日から起算して、前２年以内に手形交換所による取引停止処分を受け

ていない者又は前６月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出していない者 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）上の更生手続開始の申立てをした者にあっ

ては、募集開始の日までに同法に基づく裁判所による更生手続開始決定がなされて

いる者 

エ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）上の再生手続開始の申立てをした者にあっ

ては、募集開始の日までに同法に基づく裁判所による再生手続開始決定がなされて
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いる者 

オ 仕様書に基づく要件に対応できる者 

カ 次の（ア）及び（イ）のいずれにも該当しない者 

（ア）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」という。）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）  

（イ）暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。） 若しくは暴

力団員と密接な関係を有する者 

 なお、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者とは次の

いずれかに該当する者をいう 

a 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は

代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員

等」という。）が暴力団員である者  

b 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 

c 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は 便宜を供与す

るなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与

している者 

d 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者 

e 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用し

ている者  

(3) その他 

 ア 参加申請書の提出期間に提出者が無かった場合は、再度公募を実施する。 

 イ 参加申請書を提出した者には、資格要件の適否を書面により通知する。また、参 

  加資格として要件に合わなかった者については、その理由も併せて通知する。 

 

 

５ スケジュール 

（１）公募開始         令和 6年 10月 31日（木） 

（２）質問受付期限     令和 6年 11月 13日（水）午後 5時 15分（必着） 

（３）質問書に対する回答 令和 6年 11月 15日（金） 

（４）参加申込受付期限   令和 6年 11月 22日（金）午後 5時 15分（必着） 

（５）参加資格審査結果通知 令和 6年 11月 26日（火） 

（６）提案書等提出期限     令和 6年 12月 10日（火）午後 5時 15分（必着） 

（７）審査会          令和 6年 12月 12日（木） 

（８）選定結果通知     令和 6年 12月 13日（金） 

（９）協定書の締結     令和 6年 12月下旬（予定） 

 

 

 



3 

 

６ 質問及び回答 

(1) 質問書の提出期限 

令和 6年 11月 13日(水) 午後 5時 15分（必着） 

(2) 提出書類 

 質問書（様式 4） 

(3) 提出場所・方法 

原則電子メールで中津川市市民福祉部子ども家庭課へ提出 

e-mail：kosodate@city.nakatsugawa.lg.jp 

(4) 質問書の回答 

令和 6年 11月 15日（金）までに、当該質問を行った事業者へ電子メールで回答する。 

 

 

７ 参加申込手続き 

(1) 参加申込受付期限 

令和 6年 11月 22日（金） 午後 5時 15分（必着） 

(2) 参加申請書 

ア 提出書類 参加申請書（様式 1）、法人等概要書（様式 2）、過去の実績（任意様式） 

イ 提出部数 書類各１部、 

ウ 提出方法 直接持参又は郵送により、市民福祉部子ども家庭課に提出すること。 

 

(3) 企画提案書 

ア 提出書類 

① 提案書（様式 3） 

② 提案資料（任意様式） 

※企画提案書の用紙の大きさ・向きは、原則として、Ａ４判・縦型 

イ 提出期限 令和 6年 12月 10日（火）午後 5時 15分 

ウ 提出部数 書類各正本１部、副本 5部 

エ 提出方法 直接持参又は郵送により、市民福祉部子ども家庭課に提出すること。 

オ そ の 他 提出後の書類の差し替え、変更及び追加は認めない。 

 

(4) 企画提案書に記載すべき事項 

ア 協働発行事業についての考え方・方針 

イ 冊子構成案 

ウ ガイドブックの仕様 

ａ 総ページ数（行政情報ページ数及び広告スペースの割合） 

ｂ 刷り色 

ｃ 製本 

ｄ 紙質 

エ 誌面デザイン 

※他自治体と協働事業で作成した同種冊子のデザインサンプルでも可 

ａ 表紙 
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ｂ 子育てに関する情報部分（独自企画など） 

ｃ 行政情報部分 

オ 事業スケジュール（納品完了までのスケジュール） 

カ 業務実施体制 

キ 広告掲載予定数及び広告募集計画（募集手順等） 

ク その他ＰＲ資料 

 

 

８ 審査等 

(1) 審査を行う者 

提出書類の審査は、「中津川市安心・子育てガイド」協働発行事業者選定委員会（以

下、「選定委員会」という。）が行う。 

(2) 選考の評価項目及び評価基準 

別紙「『中津川市安心・子育てガイド』協働発行事業者の評価項目及び評価基準」の

とおりとする。 

(3)評価及び選定方法 

ア 評価は提出書類についてプレゼンテーション・ヒアリング審査を実施し、各審査の評 

価点の合計を基に最優秀提案者等を選定する。 

イ 各委員の持ち点を合算した値の６割を最低基準点とする。参加者が１者のみで最低基 

準点を満たす場合は、当該参加者を最優秀提案者とし、満たさない場合には再度公募 

を実施する。 

(4)提案者の失格事項 

次のいずれかに該当した者は、失格とする。 

ア 提案された書類に不備のある者又は書類に虚偽の記載がある者 

イ 審査結果に影響を与えるような工作をしたとき 

ウ その他、選定委員会が不適切と認めたとき 

(5)提案書の取扱い 

ア 提案書提出後において、提案書に記載した内容の変更は認めない。 

イ 提出された提案書は複製を作成する場合がある。 

(6)審査の結果の公表 

審査の結果については、本プロポーザル手続きの完了後に市のホームページに掲載

及び電子メールにて公表するものとする。 

 

 

９ 協定書の締結 

 市は、交渉権を与えた者と協定書の内容を確定させた後、「中津川市安心・子育てガ

イド」協働発行事業に係る協定を締結するものとする。協定書の内容は、仕様書及び

提案書に基づき確定するものとする。 

 

１０ その他 

(1) 本事業の実施に当たり全ての作業を他の事業者に再委託することはできない。本事業
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の一部を再委託する場合においては、事前に本市に再委託に関する事項を記載した書

面を提出し承認を得ることとする。 

(2) 提案に係る費用は、すべて提案者の負担とする。 

(3) プロポーザル参加申請が１者であっても、審査会を開催する。 

(4) この要領に定める規定のほか、中津川市プロポーザル方式実施要領（平成 24 年 2 月

13 日決裁）の規定に基づき、実施する。 

 

 

１１ 問い合わせ先 

中津川市 市民福祉部 子ども家庭課 担当者：小林 

〒508-8501  

岐阜県中津川市かやの木町 2 番 5 号 

電話：0573-66-1111(内線 696) 

FAX：0573-62-0058 

e-mail：kosodate@city.nakatsugawa.lg.jp 


